
避難規定２

排煙設備
令126条の2

必要な建築物又は居室

法別表第１(い）欄（１）～
（4）項　延面積500㎡l超える

階数３以上かつ延面積500㎡超
える

無窓居室

延面積1,000㎡を超える建物の
居室でその床面積が200㎡超

不要なもの
学校等

階段室、昇降機の昇降路及び乗降ロビー

非常用の照明設備
令126条の4

必要な建築物又は部分

法別表第１(い）欄（１）～
（4）項の居室

階数３以上かつ延面積500㎡超
える

無窓居室

延面積1,000㎡を超える建物の
居室

上記の廊下、階段等通路

不要なもの

一戸建の住宅、共同住宅、長谷
の住戸

病院の病室、下宿の宿泊室、寄
宿舎の寝室

学校等

採光上有効に直接外気に…通路

非常用の進入口
令126条の6

必要な建築物又は部分
高さ31m以下にある3階以上の
各階

不要なもの

31m超える部分

１、2階の部分

非常用のエレベーターを設けている

外壁面10m以内ごとに進入口に変わる所定の開口


